
 

 

京都市自殺総合対策連絡会設置要綱 

 

（目的）   

第１条 自殺対策基本法を踏まえ，行政や関係機関・団体が連携共同し，総合的な自殺対策

を推進し，「すべての市民が心身ともに健やかにくらせるまち京都」を実現するため，「京

都市自殺総合対策連絡会」(以下「連絡会」という。）を設置し，その運営に関し必要な

事項を定めるものとする。  

（会議の役割） 

第２条 会議は次に掲げる事項を所掌する。 

（１）自殺総合対策の検討に関すること  

（２）自殺総合対策推進のための情報交換及び連携協力に関すること  

（３）その他自殺総合対策の推進に関すること  

（構成） 

第３条 会議は，第１条の目的に賛同し，そのための活動を積極的に行う別表の団体，学識

経験者等及び公募により参加した市民委員等（以下「構成団体等」という。）で構成する。 

２ 学識経験者及び公募により参加した市民委員の任期は，２年とする。 

（会長及び副会長） 

第４条 連絡会に会長及び副会長各１名を置く。 

２ 会長は，構成団体等の中から互選によって定める。  

３ 会長は，連絡会を代表し，会務を総理する。  

４ 副会長は，構成団体等の中から会長の指名により選出する。 

５ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるときは，その職務を代行する。 

（会 議）  

第５条 連絡会は，会長が招集し，その議長となる。  

２ 議長は，必要がある時は，連絡会に関係者の出席を求め，その意見又は説明を聞くこと

ができる。 

（ワーキンググループ）  

第６条 連絡会にワーキンググループを置くことができる。  

２ ワーキンググループの構成員は，会長が別に定める。  

３ ワーキンググループは，自殺対策に関する具体的な検討や連絡会に付議する事案の調整を

行う。  

４ ワーキンググループは，検討結果を連絡会に報告する。  

５ ワーキンググループに座長を置き，ワーキンググループ構成員の互選により選任する。  

６ 座長は，ワーキンググループを代表し，その事務を総括し，会議の議長となる。  

７ ワーキンググループは，必要に応じ座長が招集する。  

（庶務）  

第７条 連絡会の庶務は保健福祉局障害保健福祉推進室に置く。  

（その他）  

第８条 この要綱に定めるもののほか，連絡会及びワーキンググループの運営に関し必要な事

項は，会長が別に定める。  

附 則  

この要綱は平成１９年１1月５日から施行する。 



 

この要綱は平成２１年１２月２５日から施行する。 

この要綱は平成２２年 ７月 ６日から施行する。 

この要綱は平成２４年 ４月 １日から施行する。 

この要綱は平成２４年 ９月１０日から施行する。 

この要綱は平成２５年 ９月 ９日から施行する。 

この要綱は平成２６年 ４月 １日から施行する。 

この要綱は平成２８年 ４月 １日から施行する。 

この要綱は平成２９年 ５月 ８日から施行する。 

この要綱は平成３０年１０月 １日から施行する。 

この要綱は令和 元年 ５月 １日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（別表） 

京都市自殺総合対策連絡会 構成機関・団体等 

 

 

機関・団体等 

学識経験者 

市民公募委員 

団 

体 

・ 

機

関 

の

代

表 

地  域 

京都市ＰＴＡ連絡協議会 

京都市保健協議会連合会 

（一社）京都市老人クラブ連合会 

（福）京都市社会福祉協議会 

教育機関 

京都市小学校長会 

京都市立中学校長会 

京都府私立中学高等学校連合会 

企業・職場 

京都商工会議所 

京都労働局労働基準部 

独立行政法人労働者健康安全機構 京都産業保健総合支援センター 

保健医療機関等 
（一社）京都府医師会 

（公社）京都府看護協会 

司法等 

京都弁護士会 

京都司法書士会 

京都府警察本部 

関係団体等 

（福）京都いのちの電話 

こころのカフェきょうと（自死遺族サポートチーム）  

（一社）京都府臨床心理士会 

特定非営利活動法人 京都自死・自殺相談センター 

学生団体ＳＭＩＬＥ 

京都市 

教育委員会 指導部生徒指導課 

      体育健康教育室  

保健福祉センター 

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 

事務局 
保健福祉局こころの健康増進センター 

保健福祉局障害保健福祉推進室 

 


